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奥州市景気動向調査「臨時調査」
【知って得するビジネスマナー】テレハラ・リモハラを防ぐには
新型コロナウイルス感染症対策で活用できる税制措置
「ＶＥＲＡ電波望遠鏡群」の運用継続を求める署名活動に
ご協力ください
経営安定特別相談室
「雇用を守るための支援」拡充内容
９月の定期相談日
【リレーコラム】珈琲小休憩時間

88
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奥州市の
観光・イベント

シリーズ

この会報は『電子版』でもご覧いただけます。（ホームページhttp://www.oshucci.com/）

本 所
江刺支所
胆沢支所
衣川支所

奥州商工会議所
本 所 ・ 支 所
所在地・連絡先

〒023-0818
〒023-1111
〒023-0403
〒029-4332

奥州市水沢東町4（水沢商工会館4階）
奥州市江刺大通り3-14
奥州市胆沢若柳字相馬檀144
奥州市衣川古戸403-6

Tel.24-3141
Tel.35-2514
Tel.46-3131
Tel.52-3518

Fax.24-3148
Fax.35-2506
Fax.46-3133
Fax.52-3199

衣川収蔵庫「懐徳館」／昭和４５年の岩手国体を記念して建てられたものです。１階から３階までは旧衣川村に伝わる遺品遺物等の貴重な資料を一堂に集め展示
しており、４階は展望台でその展望台からの眺めはまた格別です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（撮影：４月）



鎌田段ボール工業
包装を通じてより豊かな暮らし
包装資材の総合メーカー

■段ボール　■包装資材一般　■美装段ボール

株式
会社

本社工場／奥州市水沢工業団地1-36
TEL.0197（24）5185㈹　FAX.0197（24）5190

秋田工場／能代市扇田字山下117
TEL.0185（58）2711㈹　FAX.0185（58）2712

http://kamadan.jp/

本社／〒023-1132　岩手県奥州市江刺稲瀬字沼舘69番地
　　　TEL.0197-35-0111　FAX.0197-35-0125

トラック運送、保管・荷造・梱包、通関業、倉庫業
http://www.srg.co.jp

街から街へ
暮らしから暮らしへ

千葉建設株式会社
場所：メイプル3F暮らしのショウルーム
TEL：0197-25-5888　FAX：0197-47-5892

　奥州商工会議所が４半期ごとに実施している景気動向調査（７月調査分）の「臨時調査」の結果が速報で発
表された。新型コロナウイルス関連の臨時調査で、①感染症の影響で現在困っている事、②利用したいと考えて
いる支援策－について調査を行った。
　①については、「客足・受注の減少」と回答した件数が一番多く、次いで「イベントや行事の中止・延期」「売
上減少による資金繰りの悪化」という結果となった（複数回答）。また製造業で「従業員休業に伴う補償の対応」、
建設業で「感染予防の経費増加」、サービス業で「感染予防の経費増加」「消毒液等衛生用品の調達困難」と
いう回答が多く寄せられた。
　②については、「持続化給付金（経済産業省）」「政府系金融機関による融資制度」「民間金融機関による融資
制度」を希望する回答が上位を占めた（複数回答）。他に「雇用調整助成金（労働局）」「奥州市臨時支援給付金・
補助金」の利用希望も多く回答がよせられた。（全体の調査結果は次号掲載）
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奥州市景気動向調査「臨時調査」速報

【全体】現在困っていることはありますか（複数回答）単位：件

①売上減少に伴う資金繰りの悪化
②仕入れ・部品資材等の調達が困難

③製品等の納期の遅延
④客足の減少・受注の減少

⑤イベントや行事の中止・延期
⑥感染予防の経費が増加

⑦消毒液等衛生用品の調達困難
⑧従業員休業等に伴う補償の対応

⑨特に困っている事はない
⑩その他

【全体】利用したいと考えている支援策はありますか（複数回答）単位：件

①政府系金融機関による融資制度
②民間金融機関による融資制度
③持続化給付金（経済産業省）
④家賃支援給付金（経済産業省）

⑤持続化補助金（日本商工会議所）
⑥雇用調整助成金（労働局）
⑦奥州市家賃・ローン補助

⑧奥州市臨時支援給付金・補助金
⑨利用予定はない

⑩その他
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知って得する
　ビジネスマナー
知って得する
　ビジネスマナー
知って得する
　ビジネスマナー

　テレワーク、リモートワークが定着しつつあります。通勤の手間が省け、オフィスに常駐する必
要もなく、何より、現在のような感染症が流行している有事においては、非常にメリットがあり
ます。
　半面、上司や同僚と離れ、自宅で仕事をすることになるため、さまざまなデメリットもあるよ
うです。中には、「テレワークハラスメント（テレハラ）」「リモートワークハラスメント（リモハラ）」
なる、新しい言葉まで生まれているようです。
　今回は、部下を持つ皆さまに気を付けてもらいたい、テレハラ・リモハラについて紹介します。
　まず、テレハラ・リモハラの中で多いのが、子どもに関することです。子どもが小さければ小
さいほど、どんなに「お仕事だから静かにしてね」と言い聞かせても、黙っていてはくれません。
これを、「子どもだから仕方がない」と配慮できる上司ならいいのですが、子どもがうるさくして
いると、あからさまに不愉快な態度を取ったり、「黙らせろ」「もう少し静かにできないのか」と言っ
てきたりする上司がいるようです。子ども以外にも、奥さんが料理をしたり、掃除機をかけてい
たりする音がうるさい、と注意する上司がいるとも聞きます。
　遠隔のため、仕事をサボっているのではないかと、あらぬ疑いをかける上司もいます。そのため、
常にパソコンの前にいるかをチェックされて、頻繁にチャットなどで話しかけられ、トイレにす
ら行けない方もいます。これでは、仕事の合間の休憩や、昼休みも取ることができません。オフィ
スで仕事をしているときよりも、自由度が著しく低いのです。
　オンラインは便利でもありますが、画面がフリーズしたり、音声が途切れたりすることがよく
あります。これは、誰の責任でもないのですが、理解できない上司もいます。そして、「おまえの
自宅のネット環境が悪い」と言われたり、回線が途切れて聞き取れなかったときに聞き返すとイ
ライラされたりするのです。
　これらは、明らかにテレハラ・リモハラに当たります。まだまだ慣れないテレワーク、リモー
トワークのため、こういうことが起きてしまうのも仕方ないかもしれませんが、経営者や上司は
注意するよう、心掛けましょう。
　オンラインでは、背景に自宅の様子なども見えてしまいますが、それを見て「そういう部屋に
住んでいるのか。今度行ってもいいかな」などと言う上司もいます。こうなると、テレハラ・モ
ラハラではなく、セクハラになる可能性があります。
　オフィスとは異なり、テレワーク、リモートワークを行う自宅の環境は、社員によって異なります。
また、プライベートと完全に切り離すことは、なかなか難しいでしょう。それらを理解して配慮
すれば、テレハラ・リモハラは起こらないはずです。

「テレハラ・リモハラ
　　　　　　を防ぐには」

　人財育成トレーナー・ビジネスマナー講師。大学卒業後、日系および
外資系航空会社にて国際線客室乗務員として１７年間勤務。現在は、人財
育成トレーナーとして接遇サービス、対人コミュニケーションについての
講演・研修を企業や団体にて行う。客室乗務員時代に身につけたファース
トクラス仕様のサービスを元にした、ユニークな研修が好評を博す。年間
１８０回以上の研修と講演をこなす。著書に、『ファーストクラスに乗る人
のシンプルな習慣』『１５秒で口説く　エレベーターピッチの達人』などが
ある。

人財育成トレーナー／美月あきこ　

美月　あきこ／みづき　あきこ
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Face to Face

水沢信用金庫
こ の 街 と 生 き て い く

／奥州市水沢字日高西72番地1
／0197－23－5191

本 店
ＴＥＬ

●新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が
前年または前々年の同期と比較して5％以上減少している方

•ご 融 資 額／通常のご融資額（2,000万円）＋別枠1,000万円
•ご返済期間／運転資金10年以内（据置4年以内※別枠）
•ご返済期間／設備資金07年以内（据置3年以内※別枠）

［金融情報］　※緊急
《新型コロナウイルス感染症関連マル経融資（経営改善貸付）》

（国民生活事業）
日本政策金融公庫一関支店

〒021-0877 一関市城内1-9
TEL.0191-23-4157

特例利率適用1.21％
（令和2年8月3日現在

）

※当所3年間は上記利
率マイナス0.9%

　（別枠1,000万円以
内）

新型コロナウイルス感染症対策で活用できる税制措置

事業用家屋・償却資産の固定資産税減免
および欠損金の繰戻し還付制度【第2回】事業用家屋・償却資産の固定資産税減免および欠損金の繰戻し還付制度【第2回】事業用家屋・償却資産の固定資産税減免および欠損金の繰戻し還付制度【第2回】

　本特集では、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における「税制措置」（注）の重要なポイントを３
回にわたり、ご紹介します。第２回目は「事業用家屋・償却資産の固定資産税減免」および「欠損金の繰戻し
還付制度」について取り上げます。
　（注）「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」など

⑴既存の事業用家屋・償却資産に対する固定資産税・都市計画税の減免措置
　売上が大幅減少の中小事業者などに対し、２０２１年度課税の１年分に限り、事業用家屋と償却資産に係る
固定資産税及び都市計画税の課税標準を２分の１又はゼロとする特例です。

【お問い合わせ先】制度のお問い合わせは総務省自治税務局固定資産税課に、具体的な手続きは各市町村の担
当部署にご相談ください。

⑵新規の設備投資に対する固定資産税の減免対象の拡大
　現行の中小企業に対する固定資産税の軽減措置（生産性向上特別措置法に基づく特例措置）において、償
却資産に加え一定の事業用家屋と構築物も適用対象となり、生産性向上特別措置法の改正を前提に２２年度
まで２年間延長されました。

ポイント1 事業用家屋・償却資産の固定資産税が減免できます

３０％以上５０％未満減少
５０％以上減少

２分の１
ゼロ

５０％
１００％

要　件　の　内　容項　　目

対 象 と な る
中小事業者など

売上減少割合と
減 免 率

手 続 き 要 件

次のいずれかの事業者が対象です。
•資本金（又は出資金）が１億円以下の法人
•資本金（又は出資金）を有しない場合は、常時使用する従業員の数が１，０００人以下の法人
•常時使用する従業員の数が１，０００人以下の個人

２１年１月３１日までに認定経営革新等支援機関などの確認を受けて各市町村に申告する必要があります。

本年２月から１０月までの任意の３カ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、次のような場合です。

（出典：総務省「地方税法の改正（筆者加筆訂正）」）

売上減少割合 課税標準

【軽減措置の流れ（イメージ）】

事業者 市町村

認定経営革新等
支援機関等（※）

①申請 ②確認

③申告（1月末日まで）

④軽減

会計帳簿等で売上高減少要件を
満たしているかを確認

減免率

（※）税務、財務などの専門的知
識を有し、一定の実務経験
を持つ支援機関など（税理
士、公認会計士、弁護士など）
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城所　弘明（きどころ　ひろあき）
公認会計士・税理士・行政書士

日本商工会議所「税制専門委員会」学識委員

ポイント2 欠損金の繰戻し還付制度が活用しやすくなります

【災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付のイメージ図】

【お問い合わせ先】最寄りの税務署にご相談ください。
（出典：財務省「欠損金の繰戻しによる還付の特例」）

⑵災害損失欠損金の繰戻し還付制度

⑴青色欠損金の繰戻し還付の特例

要　件　の　内　容項　　目

要　件　の　内　容項　　目

新型コロナウイ
ルス感染症の影
響による費用又
は損失（災害損
失）の例示

制 度 の 概 要

制 度 の 概 要

対 象 企 業

対 象 と な る
欠 損 金 額

還 付 請 求 の
手 続 き

青色申告書を提出する法人について、確定申告書を提出する事業年度に生じた欠損金額がある場合
には、その事業年度開始の日前１年以内に開始した事業年度に欠損金を繰り戻して法人税の還付を
受けることができる制度です。
資本金１億円以下の法人（中小法人）から資本金１０億円以下の法人に範囲が拡大されました。
（注）大規模法人（資本金の額が１０億円を超える法人など）の１００％子会社及び１００％グループ
内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有されている法人などは除かれます。

原則として、還付請求を行う場合は欠損金額の生じた事業年度の確定申告書の申告期限までに還付
請求書を提出します。
（注）新型コロナ税特法により本制度の対象となる法人が、本年７月１日前に確定申告書を提出して
いる場合の請求期限は、本年７月３１日となります。

　　なお、新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告や還付請求の手続きが難しい場合は、
その期限を個別に延長することが可能です。

本年２月１日から２２年１月３１日までの間に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用
されます。

災害により災害損失欠損金が生じた法人は、災害のあった日から同日以後１年を経過する日までの間
に終了する各事業年度（又は災害のあった日から同日以後６月を経過する日までの間に終了する中
間期間）に生じた災害損失欠損金額を、その開始の日前１年（青色申告書を提出する法人は前２年）
以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けられる制度です。
次のようなものが該当します。
•飲食業者などの食材の廃棄損
•感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品などの除却損
•施設や備品などを消毒するために支出した費用
•感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機などの購入費用
•イベントなどの中止により廃棄せざるを得なくなった商品などの廃棄損
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コロナ禍の今だからこそ、まずは『相談』

経営安定特別相談室
　新型コロナウイルスの感染拡大が全国的に続き、その影響は企業活動に大きな打撃を与えています。

　こうなってしまってからは既に手遅れ。そうなる前に手を打って最悪の事態を避ける準備をしておく事が大切で
す。こういった相談にお答えするのが「経営安定特別相談室」です。
　奥州商工会議所では、毎月１回「経営相談」を実施しています。専門の「商工調停士」が相談に応じ、状況
に応じた的確なアドバイスを行ないます。
　ご相談の内容は「秘密厳守」。経営の先行きに不安が生じた場合は、出来るだけ早めにご相談下さい。
　お問い合わせは本所経営支援課の「経営安定特別相談室」まで。

コロナの影響で取引先が倒産して、資金繰りが成り立たない
コロナの影響で客足が全く途絶え、倒産の危機に直面している

令和2年度各種検定試験のご案内
検　定

第220回 珠算
会　場
水　沢

施行日
令和2年11月1日㈰

級
1～3級

募集期間
9月7日～9月24日

　新型コロナウイルスの影響により中止を余儀なくされていた当所検定試験ですが１１月開催の検定試験
から、受付期間を下記の通り変更して募集を開始いたします。

※新型コロナウイルスの感染状況等により急遽試験が中止となることもあり得ますのでご理解ご協力くださいますようお願い致します。
※お問い合わせは、本所・江刺、胆沢、衣川各支所の検定担当までどうぞ。
※新型コロナウイルスの感染状況等により急遽試験が中止となることもあり得ますのでご理解ご協力くださいますようお願い致します。
※お問い合わせは、本所・江刺、胆沢、衣川各支所の検定担当までどうぞ。

　国立天文台水沢ＶＬＢＩ観測所に設置してある「ＶＥＲＡ（ベラ）
の望遠鏡」（写真）が、国の予算不足のため来年以降の望遠鏡
による主要研究が出来なくなる危機に直面しています。
　この電波望遠鏡がある水沢の国立天文台は、緯度観測所の
誕生以来地元市民に愛され続けてきた施設であり、記憶に新し
い２０１９年の「ブラックホール撮影成功」では“天文台の街水沢”
を内外にアピール、ＶＥＲＡの電波望遠鏡はその象徴的存在と言
えます。今回、天文台を愛する地域住民有志の団体「ＶＥＲＡ

サポーターズクラブ」が中心となって運用継続を求める署名活動を展開することとなりました。詳細は本
紙折込のチラシに記載してございますので、是非皆様のご協力をお願いします。

「VERA電波望遠鏡群」の運用継続を求める
　　　　　　　　　　　署名活動にご協力ください
「VERA電波望遠鏡群」の運用継続を求める
　　　　　　　　　　　署名活動にご協力ください

いわて奥州・北上 奥州指令奥環第185

Http://www.shizensou-kuniminosato.jp
●業務受託／（株）北清物産　〒024-0083 北上市柳原町2-3-20　　　●事業主体／（宗）極楽寺

永代供養、合同法要開催
管理料なし

080-5743-6832
【お問合せ】0197-65-0923

住　　所／奥州市江刺稲瀬払田24
営業時間／午前9時～午後5時
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「商工奥州」広告掲載事業所募集中！！「商工奥州」広告掲載事業所募集中！！

※お問合せは
　地域振興課まで。℡24-3141

●原稿サイズは次の２種類です。
●１回掲載、連続掲載、様々出来ます。
　（６回掲載の場合は１回分無料になります）

1段：全部
1回11,000円

1段：1／2
1回 5,500円

　事業所の活動や、会社のＰＲ広告
として、是非ご活用下さい。
　毎月約２，８００事業所と、約２００
の関係団体に届けられています。

　新型コロナウイルス感染症の影響により休業する事業主を支援するため、「令和２年４月１日から９月３０日
までの間を１日でも含む休業（４月１日に遡って遡及適用が可能）」について、雇用調整助成金の日額上限を「８，
３３０円」から「１５，０００円」に引き上げると共に、解雇を行わない中小企業の助成金を「一律１０／１０」
に引き上げる。

新型コロナウイルス感染症対策
「雇用を守るための支援」拡充内容

《問い合わせ先》新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター（0120-221-276）

《問い合わせ先》岩手労働局職業対策課分室（019-606-3285）

〇雇用調整助成金の更なる拡充

岩手労働局

　新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が従業員を休業させ、その休業期間中に休業手当を受け
る事が出来なかった従業員に対して、「従業員の申請」により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・
給付金（休業前賃金の８０％　１日当たり１１，０００円上限）を支給。

〇新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の創設

《問い合わせ先》岩手労働局雇用環境・均等室（019-604-3010）

　新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要な妊娠中の労働者のために、有
給の休暇制度（年次有給休暇を除く）を設けて取得させる事業主を支援する新たな助成制度を創設。

〇新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により休業する妊婦のための助成制度の創設

《問い合わせ先》学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター（0120-60-3999）

　新型コロナウイルス感染症の影響により小学校が臨時休業となった場合に、子供の世話を行う保護者であ
る労働者に有給の休暇を取得させた事業主を支援するため、小学校休業等対応助成金の日額上限を「８，３
３０円」から「１５，０００円」に引き上げる。
　また、委託を受けて個人で仕事をする方が、契約した仕事を出来なくなった場合に支給する「小学校休業
等対応支援金」の日額上限を「４，１００円」から「７，５００円」に引き上げる。

〇新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支給金の拡充

《問い合わせ先》岩手労働局雇用環境・均等室（019-604-3010）

　新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基
づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取り組みを行う中小企業事業主を支援する
ため、両立支援等助成金 (介護離職防止支援コース )に「新型コロナウイルス感染症対応」を創設。

〇両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設
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アクサ生命保険株式会社
盛岡支社　奥州営業所
〒023-0818　岩手県奥州市水沢東町4　水沢商工会館4Ｆ
TEL 0197-24-9193

珈琲
小休憩

時間

リレーコラム

【融資相談】　※国民生活事業
　9月8日（火）
　　　午前10時～正午 　　本所相談室
　　　午後01時～午後3時　江刺支所1階相談室
　　　相談員：日本政策金融公庫一関支店
　　　【法律相談】
　　　　9月15日（火）　午後2時～4時
　　　　　　本所第一会議室
　　　　　　相談員：岩手銀河法律事務所

【事業承継相談】
　9月1日（火）　午前11時～午後３時
　　　本所第一会議室
　　　相談員：岩手県事業引継ぎ支援センター
【働き方改革等無料相談会】　※新規
　9月16日（水）　午前10時～午後4時
　　　本所相談室
　　　相談員：働き方改革推進支援本部
　　　　　　　コーディネーター9月9月

来
月
の

　
定
期
相
談
日

来
月
の

　
定
期
相
談
日

　７月２９日（水）夜、県内初の「新型コロナウイルス感染者」が確認されたというニュー
スが岩手県内を駆け巡った。全国的に感染が拡大し続けている中で “ まさか ”というよりも
“遂に岩手にも来たか ”というのが正直な気持ちである。
　商工会議所が四半期毎に実施している「奥州市景気動向調査」の臨時調査で、今回新型
コロナウイルスの感染症の影響で現在困っている内容を調査したが、「客足・受注の減少」「イ

ベントや行事の中止・延期」「売上減少による資金繰りの悪化」が上位を占めた。
コロナの影響で厳しい企業活動を強いられている実態が浮き彫りとなり、それに追
い打ちをかけるような今回の報道、どこまで苦しめれば気が済むのか！と恨めしく思
う。
　しかし、いつまでも疲弊している訳にはいかない。感染防止対策をしっかりと取り
ながら経済活動を行う事が、今のコロナ禍を乗り切っていく術だと思う。その意味
において、今回ＹＥＧが企画した飲食店支援事業「ＧＯ ＧＯ Ｔｏｎｉｇｈｔ」にエー
ルを送りたく、是非とも第２・第３弾と実施していって欲しいと願うばかりである。（新）
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